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経営改善計画を策定しても実行されなければ意味がありません。改善策の実行に

向けてはモニタリングの実施が重要です。 

次のような着眼点で、策定した経営改善計画が計画通りに進捗し経営改善が図ら

れているかどうか確認・分析し、事業者への改善アドバイスや金融機関等への報告

支援等を行います。 

 

１．進捗確認 

数値計画と実績の差異状況を確認。 

 

２．取組状況の確認 

計画で実施することとした各改善策（アクションプラン）について、それぞれの

取組状況を確認。 

 

３．対応策の検討と、事業者へのアドバイス 

数値計画と実績に差異がある場合、又は、改善策（アクションプラン）が予定通

り実施されていない場合には、その原因を分析し、必要に応じて、対応策を検討

し、事業者に改善に向けたアドバイスを実施。 

 

４．報告支援 

数値計画の進捗状況、改善策の実施状況等を整理して報告書を作成し、金融機関

等に報告するとともに、（協議会）に所定の書式で報告。 

 

 


